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子
育
て
応
援
特
別
手
当(

平

成
21
年
度
版)

支
給
事
業
が
、

実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
の
事
業
は

幼
児
教
育
期
に
お
け
る
子
育
て

を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
対
象
と
な
る
児
童
の
い
る

世
帯
の
世
帯
主
に
手
当
を
支
給

す
る
も
の
で
す
。

　

該
当
と
な
る
世
帯
に
は
12
月

上
旬
に
申
請
書
類
を
お
送
り
し

ま
す
。（
申
請
受
付
は
12
月
中

旬
か
ら
の
予
定
で
す
。）

■
対
象
と
な
る
児
童

　
次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す

る
児
童
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

◇
平
成
21
年
10
月
１
日
現
在
で
、

飯
山
市
に
住
民
登
録
ま
た
は
外

国
人
登
録
さ
れ
てい
る
児
童

◇
平
成
15
年
４
月
２
日
～
平
成

18
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

■
手
当
の
額

対
象
と
な
る
児
童
１
人
あ
た
り

３
万
６
千
円

■
お
問
い
合
わ
せ

　
子
ど
も
課
子
育
て
支
援
係
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３
１
１
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内
線 
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幼
児
教
育
期
に
お
け
る
子
育
て
を
支
援

子
育
て
応
援
特
別
手
当
支
給
事
業
が
実
施
さ
れ
ま
す

　

景
気
後
退
の
影
響
を
受
け
、

商
業
地
や
住
宅
地
す
べ
て
の
地

域
で
公
示
価
格
が
下
落
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
飯
山
市
土

地
開
発
公
社
で
は
、
売
れ
残
っ

て
い
る
住
宅
分
譲
地
の
価
格
を

一
部
値
下
げ
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
す
。

　

お
求
め
や
す
い
価
格
と
な
り

ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
お
買
い
上

げ
、
ま
た
ご
紹
介
を
い
た
だ
く

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
詳
し
く

は
飯
山
市
土
地
開
発
公
社
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

飯
山
市
土
地
開
発
公
社
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１
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内
線 

２
５
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平
成
21
年
９
月
１
日
よ
り

宅
地
分
譲
地
の
価
格
値
下
げ
の
お
知
ら
せ

　

10
月
の
年
金
支
給
月
か
ら
、

公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
の
公
的
年
金
等
に
か
か
る

個
人
市
・
県
民
税
が
、
老
齢
基

礎
年
金
等
か
ら
特
別
徴
収
（
天

引
き
）さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
６
月

に
お
送
り
し
た
「
平
成
21
年
度

市
・
県
民
税
税
額
決
定
通
知
書
」

で
、
年
金
支
給
時
ご
と
の
特
別

徴
収
税
額
に
つ
い
て
ご
案
内
し

て
あ
り
ま
す
の
で
、
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

特
別
徴
収
さ
れ
る
金
額
は
、

公
的
年
金
等
の
所
得
に
か
か
る

市
・
県
民
税
の
所
得
割
額
お
よ

び
均
等
割
額
で
す
。
公
的
年
金

等
の
所
得
以
外
の
所
得
（
農
業

所
得
、
不
動
産
所
得
等
）
に
つ

い
て
は
従
来
ど
お
り
普
通
徴
収

と
な
り
ま
す
の
で
、「
平
成
21

年
度
市
・
県
民
税
税
額
決
定
通

知
書
」の「
第
３
期
」・「
第
４
期
」

の
納
付
書
で
の
納
入
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
制
度
は
、
市
・

県
民
税
の
納
付
方
法
の
変
更
の

み
で
あ
り
、
納
め
て
い
た
だ
く

税
額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
わ
せ

税
務
課 

市
民
税
係
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公
的
年
金
等
に
か
か
る
個
人
市･

県
民
税

10
月
よ
り
公
的
年
金
等
か
ら
の
天
引
き
が
始
ま
り
ま
す

 

国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ

10
月
か
ら
保
険
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

加
入
者
分
の
保
険
証
が

あ
る
か
ど
う
か
の
確
認
を

　

保
険
証
は
世
帯
主
様
あ
て
に

各
世
帯
分
を
一
括
送
付
し
ま
す
。

　

届
き
ま
し
た
ら
、
加
入
者
全

員
分
の
保
険
証
が
同
封
さ
れ
て

い
る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

内
容
の
確
認
を

　

記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い

か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
万
が
一
、

誤
り
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

有
効
期
限
は
９
月
末

　

新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限

は
、
平
成
22
年
９
月
30
日
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
22
年
9
月
30

日
ま
で
の
間
に
「
75
歳
に
達
す

る
方
」、「
退
職
国
保
資
格
で
65

歳
に
達
す
る
方
」
な
ど
は
、
有

効
期
限
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
の
色
は

　
一
般
用
が
う
ぐ
い
す
色
、退
職

用
が
オ
レ
ン
ジ
色
と
な
り
ま
す
。

使
用
す
る
際
は

　

送
付
用
の
台
紙
か
ら
は
が

し
、
カ
ー
ド
型
保
険
証
を
医
療

機
関
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

高
齢
受
給
者
証
や
福
祉
医

療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
保
険
証
に
受
給
者
証
を
添

え
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

古
い
保
険
証
は
破
棄
を

　

古
い
保
険
証
は
、
間
違
い
を

　
現
在
ご
使
用
の
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
は
、
有
効
期
限
が
こ
の

９
月
30
日
で
切
れ
ま
す
の
で
、
10
月
か
ら
使
用
で
き
る
保
険
証
を
送

付
し
ま
す
。
ご
使
用
前
に
次
の
事
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

市
民
環
境
課
国
保
年
金
係

　
☎
�
３
１
１
１

　
内
線 

１
５
３
、１
５
４

避
け
る
た
め
必
ず
ご
自
分
で
破

棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

高
齢
受
給
者
証
（
緑
色
）、

介
護
保
険
証
（
肌
色
）、
福
祉

医
療
受
給
者
証
（
薄
緑
色
）
な

ど
と
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
税
は

納
期
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

国
保
税
は
加
入
者
の
皆
さ
ん

の
医
療
費
に
充
て
ら
れ
る
大
切

な
財
源
で
す
の
で
、
納
期
ま
で

の
納
付
に
引
き
続
き
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は
９
月
18
日

以
降
に
国
保
加
入
世
帯
に
郵

送
し
ま
す
。

△国民健康保険の保険証は、１人１枚のカー
ド型です。

節
目
の
年
齢
を
迎
え
た
方
の
女
性
特
有
の
が
ん
検
診
が
無
料
に

女
性
特
有
の
が
ん
検
診
ク
ー
ポ
ン
券
を
発
行
し
ま
す

対象年齢（Ｈ21.4.1現在）・生年月日

20歳 昭和 63（1988）年４月２日
～平成 元（1989）年４月１日

25歳 昭和 58（1983）年４月２日
～昭和 59（1984）年４月１日

30歳 昭和 53（1978）年４月２日
～昭和 54（1979）年４月１日

35歳 昭和 48（1973）年４月２日
～昭和 49（1974）年４月１日

40歳 昭和 43（1968）年４月２日
～昭和 44（1969）年４月１日

　

今
年
の
５
月
、
国
の
補
正
予

算
で
、
女
性
特
有
の
が
ん
対
策

が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　

飯
山
市
で
も
、「
女
性
特
有

の
が
ん
検
診
事
業
」
を
実
施

し
、
対
象
者
（
左
表
）
に
検
診

無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
発
行
し
ま

す
。
ク
ー
ポ
ン
の
発
行
時
期
は

９
月
末
を
予
定
し
て
お
り
、
受

無料クーポン発行の対象となる方
○子宮頸がん検診

対象年齢（Ｈ21.4.1現在）・生年月日

40歳 昭和 43（1968）年４月２日
～昭和 44（1969）年４月１日

45歳 昭和 38（1963）年４月２日
～昭和 39（1964）年４月１日

50歳 昭和 33（1958）年４月２日
～昭和 34（1959）年４月１日

55歳 昭和 28（1953）年４月２日
～昭和 29（1954）年４月１日

60歳 昭和 23（1948）年４月２日
～昭和 24（1949）年４月１日

○乳がん（マンモグラフィ）検診

診
方
法
等
詳
し
い
説
明
を
同
封

す
る
予
定
で
す
。
こ
の
機
会
に

ぜ
ひ
、
乳
が
ん
（
マ
ン
モ
グ
ラ

フ
ィ
）
検
診
・
子
宮
が
ん
検
診

を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

・今回の検診対象者で、平成２１年４月１日以降、市が行った乳がん（マンモグラフィ）
  検診・子宮がん検診を受診された方は自己負担分の金額をお返しします。申請書を
  クーポンと一緒にお送りしますので申請をお願いします。
・市が行っている乳がん（超音波）検診については、今回の対象外です。ご了承ください。
・クーポン券が使えるのは市と契約している医療機関になりますのでご注意ください。

（お問い合わせ）保健福祉課 健康増進係　☎ 62－ 3111　内線 181
　
子
宮
頸
が
ん
は
ウ
イ
ル
ス
感

染
、
乳
が
ん
は
女
性
ホ
ル
モ
ン
が

関
係
し
て
い
る
た
め
、
他
の
が
ん

に
比
べ
30
～
40
代
の
若
い
世
代
に

多
い
『
が
ん
』
で
す
。
そ
し
て
、

年
間
1
万
人
以
上
の
女
性
が
、
こ

の
2
つ
の
が
ん
で
命
を
落
と
し
て

い
ま
す
。
中
で
も
乳
が
ん
は
日
本

人
女
性
の
20
人
に
1
人
が
か
か
る

と
言
わ
れ
て
お
り
、
他
人
事
で
は

あ
り
ま
せ
ん
！

　
『
が
ん
』
は
早
期
に
発
見
で
き

れ
ば
、
完
治
の
可
能
性
も
ぐ
っ
と

高
く
な
り
ま
す
。
早
期
に
発
見
す

る
に
は
定
期
的
に
検
診
を
受
け
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

　
今
年
ま
だ
検
診
を
受
け
て
な
い

方
、
今
ま
で
検
診
を
受
け
た
こ
と

の
な
い
方
は
、
年
に
1
度
の
子
宮

頸
が
ん
検
診
・
2
年
に
1
度
の
マ

ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
検
診
を
習
慣
に
し

ま
し
ょ
う
。
今
回
該
当
に
な
っ
て

い
る
皆
さ
ん
は
、
こ
の
機
会
に
受

け
な
き
ゃ
ソ
ン
で
す
よ
！

受
け
な
き
ゃ
ソ
ン
！
「
が
ん
検
診
」

飯
山
市
保
健
師　
湯
本
佐
知
子

■住民登録について
　子育て応援特別手当の支給にあたり、ＤＶ（配偶者
からの暴力）被害者の方については、閲覧制限等の支
援措置を活用して実際の居住地に住民登録を変更して
ください。

【支援措置についてお問い合わせ：市民環境課市民係】
■ＤＶ被害者の事前申請
　いろいろな事情で、どうしても現在お住まいの居住
地へ住民登録のできないＤＶ被害者の方は、事前申請
をすることにより手当を受給することができます。
・事前申請期間　10 月1日から10 月30日（10 月30
日を過ぎると申請できません）
・事前申請に必要な書類
①事前申請書　②ＤＶ被害者であることが確認できる
書類（配偶者暴力相談支援センター・婦人相談センター
発行の証明書、保護命令決定書の謄本など）　③振込
口座の通帳の写し
・事前申請書類の提出先　子ども課子育て支援係

ＤＶ被害者の皆さんへ

22 　9

ｲｲﾔﾏ　ﾀﾛｳ
飯山　太郎

飯山　太郎

011101
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